
 
 

１．件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（高浜３号機・４号機（６

１４））」 

２．日時：令和２年９月１５日 １３時３０分～１５時００分 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（一部 TV 会議システムを利用） 

４．出席者（※・・TV会議システムによる出席） 

原子力規制庁 

（新規制基準適合性チーム） 

浅沼安全審査官、薩川チーム員 

 

関西電力株式会社 原子力事業本部 燃料技術グループマネジャー※ 他１１名※ 

 

５．要旨 

（１）関西電力より、高浜発電所の設計及び工事計画認可申請（輸入燃料体）につい

て、提出資料に基づき燃料棒の疲労評価における繰り返し回数の算出過程、輸入燃

料体検査申請書との記載事項の対比及び補正方針について説明があった。 

（２）これに対し、原子力規制庁から、輸入燃料体検査申請書との対比について設工認

申請書への記載の要否について整理すること、補正方針について２件の申請の補正

方法について整理することを伝えた。 

（３）関西電力より、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料１－１ 高浜発電所第３、４号機 燃料体（１７行１７列Ｂ型燃料集合体（ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物燃料））に係る設計及び工事計画認可申請 補足説

明資料【抜粋】 

・資料１－２ 高浜発電所第３、４号機 燃料体（１７行１７列Ｂ型燃料集合体（輸

入）（ウラン燃料））に係る設計及び工事計画認可申請 補足説明資料【抜粋】 

・資料２ 高浜発電所３，４号機 燃料体に係る設計及び工事計画認可申請書の審査

スケジュール（案） 

 

 

以上 


